
（1）マイナンバー提出用サイトへのログイン

（2）必要情報の入力

※画像は2025年１月現在のものであり、実際の画面と異なる場合があります。

■スカラネット「メインメニュー」画面にアクセス
「受付番号」の発行後、スカラネット「メインメ二ュー」

画面にアクセスすると、画面左下の「個人番号（マイ
ナンバー）の提出等」ボタンが押せるようになります。

このボタンを押すと、マイナンバー提出用サイトへ移動

します。

「受付番号」の発行前（スカラネット入力完了前）は、マ

イナンバーの提出対象となる方が未確定のため、上図のと

おり「個人番号（マイナンバー）提出状況」の項目が「—」

となり、「個人番号（マイナンバー）の提出等」ボタンも押

せません。

マイナンバー提出等の手続きは、「受付番号」発行後に行っ

てください。

！ マイナンバー提出等の手続きは、あなた
が行います。
マイナンバー提出用サイトでは、あなたと配偶者

（いる場合のみ。以下同じ。）のマイナンバーを入力
し、提出しますが、それをしてよいのは、奨学金を
申し込むあなただけです。あなた以外の方が行うこと

は認められませんので、必ずあなた自身が行うように

してください。

■ スカラネットで入力した情報の確認
ここでは、あなたとスカラネットで入力した配偶者の情

報を確認します。
全員の情報に誤りがない場合は、各人の「確認しました」

にチェックを付けてください。
　情報に誤りがある方が1名でもいる場合は、入力を中断
し、大学院の担当者に修正を依頼してください。大学院か
ら修正完了の連絡を受けた後で再度この画面に進み、正し
い情報が表示されたことを確認したら「確認しました」に
チェックを付けてください。

■ マイナンバー提出可否の選択
全員の情報が正しいことを確認したら、あなたと配偶者

のそれぞれについて、マイナンバーの提出ができるかでき
ないかを選択します。
「提出できます」を選択した方については、後の画面でマ

イナンバーを入力します。
　「提出できません」を選択した方については、「提出でき
ない理由」を選択し、「その他の事情により提出できない」
を選択した場合は、詳細を全角50文字以内で入力します。

入力が終わったら、画面最下部の「次へ」ボタンを押し

ます。

原則として「提出できます」を選択して
ください。

　「提出できません」は、やむを得ない事情がある方
についてのみ選択してください。
　「提出できません」を選択した方については、「マイ
ナンバーに代わる提出書類（様式）」を作成し、さら
には、お住まいの市区町村の窓口で課税（非課税）証
明書等の証明書類を購入し、それを提出する必要があ
ります。

！

7 マイナンバー提出等の手続き

選考に必要な情報をマイナンバーで取得できない場合
貸与奨学金の選考は、あなた及び配偶者の収入状況等をもとに行いますが、海外赴任等により日本で市町村民税

が課税されていない場合は、選考に必要な情報をマイナンバーで取得できません。また、海外赴任等によりマイ

ナンバーを提出できない場合は、別途の対応が必要となります。このような方は、以下の機構ホームページに掲載

している内容に従って、必要な書類を提出してください。

ア．国内に居住していない場合
　次のそれぞれの時点において、国内に居住しておらず、日本で市町村民税が課税されていない方については、上

記の機構ホームページに掲載している「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」を作成し、必要書類

を添付のうえ大学院に提出してください。

　一次採用（春）：2024年１月１日

　二次採用（秋）：2025年１月１日

イ．海外赴任等によりマイナンバーを提出できない場合
　上記の機構ホームページに掲載している「マイナンバーに代わる提出書類（様式）」を作成し、必要書類を添付

のうえ大学院に提出してください（ア．にも該当する場合は、「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」

も添付してください）。

　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/mynumber/kaigaikyoju.html

※マイナンバー提出用のサイトのイメージは、次ページをご確認ください。

奨学金の選考のためにはマイナンバーの提出が必要です。スカラネットによる申込完了後に入れるようにな

るマイナンバー提出用のサイトからマイナンバーを提出してください。過去に奨学金の申込み等でマイナンバー

を提出したことがあっても、あなた及び配偶者のマイナンバーを改めて提出する必要があります。なお、奨学

金の申込みにおいて、マイナンバーはインターネットによってのみ提出しますので、マイナンバーをコピーし

た書類を郵送したり、大学院へ提出したりしないようご注意ください。

マイナンバーを用いて選考に必要な住民税情報を取得するためには、法令に基づき、取得する対象者の同意

が必要です。本機構では、「奨学金確認書兼地方税同意書」において、あなた及び配偶者の同意を得たうえで、

それぞれの住民税情報を取得し、奨学金の選考を実施します。「奨学金確認書兼地方税同意書」の作成・提出方

法は、大学院から配付された大きな封筒に同封の「【重要】奨学金確認書兼地方税同意書の提出方法」をご確認

ください。



■ 住民票住所の入力
ここでは、あなたと配偶者について、「住民票に記載された

住所」を入力します。「住民票に記載された住所」は、お住ま

いの市区町村で請求できる「住民票の写し」のほか、マイナ

ンバーカードをお持ちの場合は、そのおもて面でも確認でき

ます。

郵便番号7桁を入力して「住所検索」ボタンを押すと、「住

所1」に住所の途中までが自動的に表示されるので、「住所2」

に住所の続きを入力します。なお、配偶者については、「住民

票に記載された住所」があなたと同じ場合、「申込者本人と同
じ住所を自動表示する」ボタンを押すことで、入力を省略で

きます。

　「個人番号提出可否」画面で「提出できません」を選択した

方については、次のように表示され、入力が不要となります。

■ マイナンバーの提出
ここでは、あなたと配偶者について、マイナンバー12桁を

入力します。

　入力に先立ち、あなたと配偶者のマイナンバーを確認する

ための書類を準備しておいてください。配偶者のマイナンバー

を確認するための書類は、必ず配偶者の許可を得たうえで受

け取ってください。

マイナンバーは、次の書類から確認できます。

マイナンバーは、誤りがないように、各人について2回ず

つ入力します。

　特定個人情報保護の観点から、入力したマイナンバーは伏

字になりますが、入力項目の右隣にある「個人番号を表示」
ボタンを押している間だけ、入力したマイナンバーが表示さ

れます。

　2回のマイナンバー入力後、マイナンバーを入力した全員

について、必ず2か所の「個人番号を表示」ボタンを押して、

両方のマイナンバーが一致することを確認してください。

　また、あなたのマイナンバーはあなたの欄に、配偶者のマ

イナンバーは配偶者の欄に、正しく入力されていることも必

ず確認してください。

　「個人番号提出可否」画面で「提出できません」を選択した

方については、次のように表示され、入力が不要となります。

【マイナンバーを確認できる書類】
・マイナンバーカードうら面

・マイナンバー記載の住民票の写し（お住まいの市区町

村で請求）

入力が終わったら、画面最下部の「次へ」ボタンを押します。

入力が終わったら、画面最下部の「次へ」ボタンを押します。

「個人番号提出可否」画面及び「住民票住所」画面では、

左のボタンを押すことで、入力内容の一時保存ができます。

参考：一時保存

※入力したマイナンバーは「個人番号を表示」ボタンを
押している間だけ表示される。



■ 入力内容の確認及び送信
ここでは、①「個人番号提出可否」画面、②「住民票住所」

画面及び③「個人番号」画面で入力した情報が一覧で表示さ

れるため、その内容が正しいことを確認します。（マイナン

バーだけは、「個人番号を表示」ボタンを押して確認します。）

入力内容に誤りがある場合は、①、②、③の各欄にある「～
を訂正する」ボタンを押します。それぞれの画面に戻り、

入力した情報を訂正することが可能です。

入力内容に誤りがない場合は、画面最下部の「送信」ボ
タンを押します。

なお、「個人番号提出可否」画面で「提出できません」を

選択した方が1名でもいる場合は、「送信」ボタンを押した後、

下図の警告が表示されます。問題がなければ警告内の「送信」
ボタンを押し、送信をやめる場合は「閉じる」ボタンを押

してください。

■ マイナンバー提出等の手続き完了
　「入力内容確認」画面で「送信」ボタンを押すと、マイナ

ンバー提出等の手続きは完了です。

　「個人番号提出完了」画面に移動しますので、メインメ

ニューに戻るか、ログアウトします。

また、画面に記載のとおり「奨学金確認書兼地方税同意書」

及び身元確認書類をととのえ、1週間以内に本機構まで郵送

してください。

■ 手続き完了後の「メインメニュー」画面表示
マイナンバー提出等の手続き完了後は、各人のマイナン

バーの提出状況を確認することができますが、「個人番号（マ
イナンバー）の提出等」ボタンは押せなくなり、入力した

情報を訂正したり、誰にどのマイナンバーを入力して提出

したかを確認したりすることはできません。

「送信」ボタンを押す前に必ずご確認くだ
さい！

　「送信」ボタンを押すと、もう入力内容の訂正はでき

ません。

特にマイナンバーについては、あなたと配偶者のマ
イナンバーが逆に入力されていないか、お手元の書類
の記載どおりに入力しているか、念入りにご確認くだ

さい。

！

入力内容に誤りがあると、奨学金の選考が
遅れます！

　入力内容に誤りがあった場合は、本機構が審査の中

でそのことに気付き、不備照会を行ってから再提出等

の手続きをすることになりますので、奨学金の選考が

遅れます。

上段にも記載のとおり、「送信」ボタンを押す前に、

必ず全ての情報が正しく入力されていることをご確認

ください。

！



（3）マイナンバーの再提出
マイナンバー提出等の手続きが完了し、「奨学金確認書兼地方税同意書」及び身元確認書類も郵送した後は、

原則として選考の完了をお待ちいただくことになります。ただし、次のような場合は、改めてマイナンバー提

出等の手続きが必要になります。

　配偶者を追加又は変更した場合は、変更後の人物のマイナンバーを提出する必要があります。上図のとおり、

該当者の「個人番号（マイナンバー）提出状況」の項目に「未提出（人物変更）」と表示されますので、該当者

について、改めて前記（2）の手続きを行ってください。手続きが完了すると、「個人番号（マイナンバー）の提出等」
ボタンは再び押せなくなり、表示も「提出済（人物変更）」に変わります。

■ 配偶者を追加又は誤って配偶者として入力した人物を変更した場合

　本機構は、住民基本台帳ネットワークシステムを用いて、提出されたマイナンバーとその持ち主が一致するか（あ

なた／配偶者のマイナンバーとして提出されたものが、本当にあなた／配偶者のものであるか）を確認します。その

結果、あなたと配偶者のマイナンバーが逆に提出されていたり、提出時にマイナンバーの入力を誤っていたりしたこ

とが判明した場合は、上図のとおり、該当者の「個人番号（マイナンバー）提出状況」の項目に「未提出（要再提出）」
と表示されますので、該当者について、改めて前記（2）の手続きを行ってください。手続きが完了すると、「個人番号（マ
イナンバー）の提出等」ボタンは再び押せなくなり、表示も「提出済（再提出）」に変わります。

■ 提出したマイナンバーが誤っていた場合

！ マイナンバーの再提出が必要となった場合は、あなたが登録したメールアドレスに、メールでお知らせ
します。スカラネット入力完了後も、登録したメールアドレスは削除しないようにご注意ください。




